
空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

取得・改修
空き家取得費・改修費

補助金

定住するために空き家を
取得した場合にその取得
費の一部を補助。また取
得した空き家を改修する
場合に改修費の一部を加
算して補助。

・申請者：空き家を取得したもの
・定住者：①2人以上の世帯、②市外からの転入世帯、子
育て世帯、新婚世帯、市内の賃貸物件からの転居世帯、
岐阜市空き家バンクに登録された空き家に定住する世帯
のいずれかに該当するもの
・取得から１年以内に申請するもの
※親、子等一定の親族が定住するために取得、改修を行
うものを含む。
※3親等以内の親族から購入したものを除く。

・自らの世帯または親世帯若しくは子世帯が定住
するために空き家を取得した者、またその取得し
た空き家を改修する者

1/2
（改修の場

合）

（取得の場合）30万円／
件

（取得した空き家を改修
する場合）50万円／件

※加算額

改修費補助加算を申請する場合、
改修工事の契約・着工前に申請し
ていただく必要があります。
補助金の申請を希望される方は、
事前に担当までお問合せくださ
い。

住宅・空
家対策課

除却 不良空き家除却補助金
市内に所在する不良空き
家を除却した場合、その
費用の一部を補助。

(1)市内に所在する一戸建て又は長屋建て（区分して所有
する場合にあっては、自らが所有する区分の全て。）の
住宅であって、次のいずれかに該当するもの
・特定空家等
・不良住宅
・周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼすもの
(2)敷地内の全ての不良空き家等を除却する事業で、次の
いずれにも該当するもの
・個人が所有するもの
・過去4年以内に所有権移転がないもの（相続を除く）
・同一の敷地内に現に居住する家屋がないもの
・勧告の対象となった特定空家等でないもの
　　　など

所有者等 1/2 50万円／件

除却工事の契約・着工前に申請し
ていただく必要があります。
申請前に事前相談及び不良空き家
の判定が必要です。

住宅・空
家対策課

除却
羽島市危険空家除却事業

補助金
特定空家等の除却費用に
対する補助

空家法第１４条第１項に基づく助言又は指導を行った特
定空家等で、倒壊すれば当該住宅が存する敷地と当該住
宅が位置する沿道との境界線を越え、沿道上の通行等に
支障をきたすおそれがあるもの

特定空家等の所有者又はその相続人 8/10 50万円／件 生活安全課

取得

改修

生活安全課

羽島市

羽島市空家利活用促進補
助金

市内の空家を取得又は取
得及び改修し、定住しよ
うとする者に対する補助

次の各号のいずれにも該当するもの
⑴　市内に存するものであること。
⑵　居住の用に供されていた建築物で、おおむね１年以
上居住又は使用がなされていないものであること。
⑶　昭和５６年６月１日以後に建築基準法（昭和２５年
法律第２０１号）第６条第１項の規定による確認を受け
て建築されたものであること。ただし、昭和５６年５月
３１日以前に同項の規定による確認を受けて建築された
ものにあっては、次のいずれかの条件を満たすものであ
ること。
ア　耐震診断の結果、構造耐震指標が１．０以上である
こと。
イ　過去に耐震改修工事を実施していること。
ウ　報告書提出日までに、耐震改修工事を行うものであ
ること。
⑷　市街化調整区域内の建築物については、都市計画法
（昭和４３年法律第１００号）に適合していること。
⑸　過去にこの要綱による補助金の交付の対象となった
空家ではないこと。

次の各号のいずれにも該当する者
⑴　自らの居住の用に供するため、補助対象空家
を取得した者
⑵　報告書提出日において、同一世帯に属する他
の世帯員が１人以上いる者
⑶　補助対象空家に定住する意思がある者
⑷　補助対象空家が存する地域の自治会に加入す
る意思がある者

1/2以内

20万円／件
（転入世帯に該当する場
合は、5万円／件加算）
（新婚世帯又は子育て世
帯に該当する場合は、5

万円／件加算）

R8.4.1時点

岐阜
地域

岐阜市
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
特定空家等除却支援

補助金
特定空家等の除却を行う
者に対する補助

特定空家等の除却に係る助成

特定空家等の所有者若しくはその相続人又はそれ
らの者から補助金の交付を受けることに同意を得
た者であって、当該特定空家等の除却工事を実施
する者

1/3以内 30万円／件

【補助要件】
①所有権以外の権利が設定されて
いないこと。
②所有者等が助言又は指導を受け
ていること。
③所有者等が命令を受けていない
こと。
④公共事業の補償の対象となって
いないこと。
⑤当該特定空家等の除却について
共有者全員の同意があること。

まちづく
り推進課

改修
空家バンク登録物件改修

補助金

空家バンク登録物件を購
入し、改修工事を行う者
に対する補助

空家バンクに登録された物件を購入したこと
3年以上、物件に居住する意思があること

以下の①～⑥の要件をすべて満たす者
①売買契約をした日から起算して1年以内の利用希
望者である
②物件登録者の3親等以内の親族でない
③補助金の交付を受けた日から3年以上、物件に居
住する意思がある
④市税を滞納していない
⑤暴力団員等に該当しない
⑥改修工事に関し、過去に市から補助金又は同種
の補助、助成等を受けていない

1/2
50万円／件

（市外事業者が改修工事
を行う場合30万円／件）

補助金の交付の対象となる経費
は、登録物件の改修工事に係る経
費とする。ただし、次に掲げるも
のは除く
①外構、車庫、倉庫等の改修工事
に係る経費
②家電製品その他の物品の購入及
びその設置に係る経費
③その他市長が適当でないと認め
る経費

建築指導
課

取得

改修

除却 危険空家等除却補助金
市内に存在する危険空家
等の除却費用を補助

市内業者にて施工、市の定める判定基準を満たす空き家
など

空き家の所有者、相続人、所有者等から同意を受
けた人など

1/2 40万円／件 建設課

企画財政
課ひと企
業誘致室

空家利活用促進補助金

市内の空家を取得または
改修して定住しようとす
る人に、その費用の一部
を補助

空家を取得または改修して定住する人１０年以上居住、自治会加入、滞納無しなど 60～100万円1/2以内

岐阜
地域

各務原市

山県市
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

取得
瑞穂市西中地区移住支援
ここにしかない暮らし応

援補助金

市内の特定地域におい
て、住宅を取得し、定住
する子育て世代への補助

住宅を新築した方のほか、空家となっていた中古住宅を
購入した方に補助金を交付する。

①対象住宅を取得し定住の状態にある者であるこ
と。
②交付申請日において、補助対象者の年齢が３９
歳以下であり、かつ、１８歳に達する日以後の最
初の３月３１日までの間にある同一の対象住宅内
に居住している子（胎児を含む。）を１人以上養
育していること。
③対象住宅に継続して５年以上定住する意思があ
ること。
④地域活動に積極的に参加しようとする意思があ
ること。
⑤市が実施する移住定住施策等への調査及びイン
タビューに協力すること。
⑥交付申請日において、補助対象者の世帯の全員
が市町村税（特別区民税を含む。）その他市区町
村に属する債権の滞納がないこと。
⑦補助対象世帯の全員が同一の対象住宅において
この告示に基づく補助金の交付申請を行っていな
いこと。
⑧補助対象世帯の全員が暴力団若しくは暴力団員
等又はこれらと密接な関係を有していないこと。

- 上限50万円/件 総合政策課

改修
瑞穂市空家利活用促進補

助金

市内の空家を改修し、定
住しようとする方への補
助

補助対象となる空家
①市内に存するものであること。
②居住の用に供されていた建築物でおおむね１年以上居
住の用に供されていないことが常態であること。
③購入した空家（補助金を申請しようとするかたの世帯
の全員の３親等以内の親族から購入したものを除く。）
であること。
④過去にこの告示による補助金の交付の対象となった空
家ではないこと。

①補助対象者を含む２人以上の世帯で補助対象空
家において定住すること。
②補助対象空家の所有者として登記されているこ
と。ただし、法人を除くものとする。
③補助対象空家に継続して５年以上定住する意思
があること。
④地域活動に積極的に参加しようとする意思があ
ること。
⑤補助対象者の世帯の全員が交付申請日の属する
年度の２月末日までの間に補助対象空家において
定住を開始していること又はその見込みがあるこ
と。ただし、学業、就業等の理由により補助対象
空家に定住をしないことが見込まれる者がその世
帯にいる場合は、この限りではない。
⑥交付申請日において、補助対象者の世帯の全員
が市町村税（特別区民税を含む。）その他市区町
村に属する債権の滞納がないこと。
⑦補助対象者の世帯の全員が暴力団若しくは暴力
団員等又はこれらと密接な関係を有していないこ
と。

1/2 20万円/件

補助対象者が次の各号に掲げる市
外からの転入者に該当する場合の
補助金の額は、10万円を加算
①交付申請日の前１年以内に県外
から補助対象空家の住所に転入し
た者又は補助対象事業の完了日ま
でに県外から補助対象空家の住所
に転入する者
②交付申請日の前１年以内に瑞穂
市以外の県内の市町村（以下「他
市町村」という。）から補助対象
空家の住所に転入した者又は補助
対象事業の完了日までに他市町村
から補助対象空家の住所に転入す
る者

補助対象者が子育て世帯に該当す
る場合の補助金の額は、10万円を
加算

総合政策課

瑞穂市

岐阜
地域

3／22



空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

改修

整理

取得・賃借

除却

岐南町 除却
岐南町特定空家等除却費

補助金
特定空家等の除却費用に
対する補助

次の要件を全て満たす特定空家等であること
(1)　所有者以外の権利者がいない。又はすべての所有者
等以外の権利者が除却について同意しているものである
こと。
(2)　所有者等が空家法第14条第3項の規定による措置命
令を受けていないものであること。
(3)  所有権以外の権利が設定されていないこと。ただ
し、当該権利を有する者の同意がある場合は、この限り
ではない。

次に掲げる要件を全て満たすもの
(1)特定空家等の所有者等であること。
(2)補助金の交付を受けようとする者が岐南町に町
税等を滞納していないこと。
(3)岐南町暴力団の排除に関する条例に規定する暴
力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係
を有していないこと。
(4)除却後の敷地について、土砂等の流出、雑草の
繁茂等周辺住民の住環境を阻害しないよう、適切
な管理を行うことについて誓約できること。

1/3 30万円／件

申請者は、補助事業に着手する前
に、岐南町特定空家等除却費補助
金交付申請書に関係書類を添付し
て、町長に提出しなければならな
い。

くらし安
全課

笠松町 除却
笠松町不良空家除却工事

補助金
町内に存する不良空家の
除却費用の一部を補助。

①町内に存し、床面積の1/2以上が居住の用に供されてい
たものであること。
②１年以上使用されていないものであること。
③個人が所有するものであること。
④建替えを目的としていないこと。
⑤1年以内に所有権移転が行われていないもの。
⑥公共工事による移転、建替えその他の補償の対象と
なっていないものであること。
⑦当該対象老朽空き家により、不動産収入等を得ていな
い又は得たことがないこと。
⑧現に居住する家屋が同一の敷地内にないもの。
など

空家の所有者又はその相続人(共有者全員の同意を
得ている者に限る)など

1/2 50万円/件

除却工事の契約・着工前に申請が
必要です。
申請前に事前相談及び不良空家の
判定が必要です。

建設課

北方町 除却
北方町危険空家
除去事業補助金

町内に存する危険空家の
除却費用の一部を補助。

町内に存在する危険空家を所有者等が行う除却費用に対
する助成

除去事業実施者 1/2 100万円/件

除却工事着手前の申請が必要で
す。
申請前に事前相談及び危険空家の
判定が必要です。

総務危機
管理課

本巣市

①本巣市空き家改修
補助金

②本巣市空き家
家財道具処分等補助金

③本巣市もとす暮らし応
援補助金

④本巣市空家等除却費
補助金

①空き家バンクへの登録
推進及び、移住希望者の
円滑な移住の支援
②空き家バンクへの登録
推進及び、移住希望者の
円滑な移住の支援
③移住定住を促進するた
めの支援
④適正な管理が行われて
いない空き家等の除却を
行う場合の支援

①1/2以内
②10/10以内
③1/20以内
④1/2以内

①空き家バンクを利用して、売買又は賃貸借の契約を締
結した物件の所有者、または入居者
②空き家バンクを利用して、売買又は賃貸借の契約を締
結した物件の所有者
③市内に居住するため、中古住宅を購入し、入居した物
件の所有者
④管理不全な状態の空家等の除却を行う者（建替、一部
除却を除く）

①空き家バンクを利用して、売買又は賃貸借の契
約を締結した物件の所有者、または入居者
②空き家バンクを利用して、売買又は賃貸借の契
約を締結した物件の所有者
③市内に居住するため、中古住宅を購入し、入居
した物件の所有者
④空家等の所有者若しくは相続人

①売買35万円／件
　賃貸70万円／件

②10万円／件
③30万円／件
④30万円／件

①②③
企画広報

課

④
総務課

岐阜
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
空家等除却支援事業

補助金

市内にある空家等の除却
を行う人に対して、工事
費用の一部を補助。

①　市内にある個人所有で状態の悪い空家について、市
内業者が実施し、同一敷地内のすべての建築物および工
作物等を除却する工事
②　①の条件を満たし、かつ建築物の延床面積が240㎡以
上の空家を除却する工事
③　①の条件を満たし、かつ中心市街地活性化基本計画
区域内の空家を除却する工事
④　①の条件を満たし、かつ居住誘導区域内の特定空家
等に指定された空家を除却する工事
⑤　市内にある勧告対象となった特定空家等について、
市内業者が実施し、空家を除却する工事

空家の所有者もしくは相続人、または所有者など
から同意を受けた人で、市税を完納している人

①1/3以内
②1/3以内
③1/3以内
④1/2以内
⑤1/2以内

①30万円／件
②40万円／件
③40万円／件
④50万円／件
⑤100万円/件

除却工事着手前の申請が必要で
す。

住宅課

次の条件を全て満たす人
① 市内に自ら居住するための中古住宅または中古
分譲マンションを新たに取得し、その住宅に転
入・転居した人
② 申請期限日までに、中学生以下（妊娠中含む）
の子がいる人、または夫婦どちらか一方が40歳未
満の世帯の人
③ 市税等を完納している人

1/3以内 30万円／件
改修工事着手前の申請が必要で
す。

住宅課

次の条件を全て満たす人
① 市内に自ら居住するための空家等（戸建て住宅
に限る）を新たに取得し、その住宅に転入した人
② 申請期限日までに、中学生以下（妊娠中含む）
の子がいる人、または夫婦どちらか一方が40歳未
満の世帯の人
③ 市税等を完納している人
④ 補助金の交付決定後10年以上継続して自己が所
有し、当該住宅に居住すること。

1/2以内 50万円／件
改修工事着手前の申請が必要で
す。

住宅課

整理
空家バンク活用促進事業

補助金

空家バンク登録物件の家
財道具の処分等をする者
に対し、家財道具の処分
等に関する費用の一部を
補助。

市内業者に依頼して実施するもの。
※①②の処分については、大垣市一般廃棄物収集運搬許
可業者に限る
①　空家バンク登録物件内のごみ、家財道具、特定家庭
用機器（テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫）の処分に
要する経費
②　空家バンク登録物件内の仏壇等の処分及び移設に要
する経費
③　空家バンク登録物件の敷地内の樹木伐採、草刈り等
に要する経費

①　空家バンクに登録のある所有者等(継続して1
年以上登録する意思のある人。)
②　空家バンク登録物件の家財道具の処分等を業
者に依頼し行う人
③　市税等を完納している人

1/2以内 10万円／件 着手前の申請が必要です。 住宅課

取得・改修
子育て世代等中古住宅取
得リフォーム支援事業補

助金

市内に自ら居住するため
の中古住宅または中古分
譲マンションを新たに取
得し、その住宅に転入・
転居した人に対し、リ

フォームを行う際の費用
の一部を補助。

大垣市
① 市内業者に依頼して行う工事
② 昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けた木造住
宅は、耐震診断を受けているか、リフォーム工事と同時
に耐震改修工事を行うこと※いずれも上部構造評点が1.0
以上必要。

西濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
特定空家等除却事業補助

金

定住環境の形成及び保
全、土地の利活用を図る
ため、市内に存する特定
空家等の除却費用の一部
を補助

空家法第２２条第１項に基づく助言又は指導を行った特
定空家等

特定空家等の所有者又はその相続人 1/3以内 70万円／件
R2事業廃止：特定空家等除却融資
利子補給金

建設都市
計画課

除却 老朽空家等除却補助金

老朽化して活用の見込み
のない空き家の解体を促
進するため、除却費用の
一部を補助

①S56年5月31日以前に着手された建築物
②居宅で5年以上空き家になっているもの

老朽空家等の所有者又はその相続人 1/2以内 50万円／件
建設都市
計画課

改修 空家等改修補助金

空家等の移住促進及地域
活性化に資するため、空
家等の有効活用を目的と
した改修等を行う所有
者、入居者、入居予定者
に対し改修費の一部を補
助

①空家等となり1年以上経過したもの
②所有者：売買又は賃貸を目的に改修を行い、契約相手
先が決定しているもの
③入居者：所有者と売買又は賃貸借契約が締結されてい
るもの
④この補助金を受けた日から3年以上活用の意思があるも
の
⑤工事に要する費用の額が10万円以上のもの

所有者又はその相続人、入居者、入居予定者 1/2以内 100万円／件
建設都市
計画課

取得・改修

取得・賃借

除却
養老町老朽危険空家除却

事業補助金

老朽化等により倒壊等の
おそれのある危険な空家
の除却費の一部の助成

●補助対象空家
①町内に存する老朽危険空き家
②同一敷地内にあるすべての建築物等を、概ね1年以上居
住・使用していないもの
③所有権以外の権利が存しないもの

●補助対象者
①補助対象の空家や土地の所有者で、登記事項証
明書等で所有者として確認できること
②暴力団員等でないこと
③町税等に滞納がないこと

「補助対象経
費」x 1/3

（千円未満の
端数を切り捨

てた額）

上限30万円

●老朽危険空家
・通学路・避難路に面してるもの
・老朽危険度判定表で評点が100以
上のもの
・特定空き家等居住その他の使用
がされておらず、今後も使用され
る見込みのない住宅のもの
※すべてを満たすものを言う

産業建設
部建設課

養老町空き家利活用
促進事業補助金

空き家を利活用して養老
町に暮らし続ける方へ、
住宅等の改修費の一部を
助成

産業建設
部建設課

【加算補助の補足】
①移住加算
町外からの転入者の場合は、10万
円加算
②子ども加算
補助を受ける世帯に中学生以下の
子どもがいる場合は、子ども1人に
つき5万円を加算
③空き家・空き地バンク利用加算
　養老町空き家・空き地バンクに
登録している物件をリフォームし
て利活用する場合は、5万円を加算
●補助対象事業
外壁、台所、風呂、トイレその他
内装の改修で次のいずれも該当す
ること
①補助対象経費が、20万円以上の
もの
②町内業者により施工されるもの
③交付決定日より2か月以内に工事
着手するもの

－

補助金額
・補助対象経費の1/2
　上限30万円（基本補助
額と加算補助額の合計）
・基本補助
　補助対象経費の1/6
　上限10万円
・加算補助
①移住加算　10万円
②子ども加算（子ども1
人につき5万円）
③空き家・空き地バンク
利用加算（バンク登録者
5万円）

養老町

●補助対象住宅
3年以上空き家になっている専用住宅又は、併用住宅、区
分所有されたマンション及び長屋建住宅のうち個人所有
している建物（居宅部分のみ）
【補助対象住宅】
養老町の空き家の実態調査において把握している物件で
アとイの条件を満たしているもの
ア耐震基準に適合していること
イ建築基準法及び関連規定に適合していること
●補助対象経費が20万円以上であること
●町内業者により施工されるもの

海津市

西濃
地域

6／22



空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

取得
移住定住促進住宅取得費

補助金

町内に移住又は定住のた
めに、住宅を新築又は購
入する場合に、その費用
の一部を補助

取得費が100万円以上 住宅の所有者 定額
20万円

※18歳以下の世帯員1人
につき3万円加算

詳細は担当までお問い合わせくだ
さい。

企画調整課

改修
移住促進住宅

リフォーム事業補助金

町外居住者が町内に移住
し、住宅のリフォームを
行う場合に、その費用の
一部を補助

工事費が20万円以上 住宅の所有者又は親もしくは子など
1/5

20万円
※18歳以下の世帯員1人

につき3万円加算

契約・着手前の申請が必要です。
詳細は担当までお問い合わせくだ
さい。

企画調整課

除却
老朽危険空家等除却

事業補助金

倒壊等の危険性のある空
き家を除却する者に対
し、除却費を補助

不良住宅や特定空家等 所有者等 1/3 30万円
契約・着手前の申請が必要です。
詳細は担当までお問い合わせくだ
さい。

企画調整課

改修
関ケ原町空き家

リフォーム補助金
空き家のリフォーム費用
に対して補助金を支給

空き家バンクの登録物件で、売買契約又は賃貸借契約が
成立した場合

入居者 1/2以内 30万円/件

整理
関ケ原町空き家家財道具

等処分補助金

空き家の家財道具等の処
分費用に対して補助金を
支給

空き家バンクの登録物件で、売買契約又は賃貸借契約が
成立した場合

元所有者又は入居者 1/2以内 10万円/件

除却
関ケ原町空家等除却支援

事業
町内に存する空家等の除
却費用に対する補助

①町内に存する空家等で個人が所有するもの
②空家等に所有権以外の権利が設定されてないもの
③公共事業による移転、建替えその他の補償対象となっ
ていないもの
④空家である期間がおおむね１年以上のもの
⑤管理不全な状態にあるもの又は管理不全な状態となる
おそれのあるもの

所有者等 1/3 30万円／件 総務課

神戸町 除却 危険空家除却事業補助金
町内に存する危険空家等
の除却費用に対する補助

①特定空家等及び管理不全な空家等に指定された空家で
助言又は指導の対象となったもの
②倒壊した際に隣接する道路の通行に著しく支障をきた
すおそれのあるもの
など

特定空家等、管理不全な空家等の所有者 1/3以内 30万円／件 建設課

垂井町

企画政策課

関ケ原町

西濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

輪之内町 除却
輪之内町空家等除却支援

事業助成金

特定空き家等管理不全な
状態又は管理不全な状態
となるおそれのあるその
他の空き家を除去するこ
とに対する助成金

①町内に存する空き家等で個人が所有するもの。
②空き家等に所有権以外の権利が設定されていないも
の。
③公共事業による移転等の補償対象でないもの。

空き家等の所有者など

・特定空き家
等　経費の

1/2
・その他の空
き家等　経費

の1/3

・特定空き家等
上限40万円

・その他の空き家等
上限30万円

建設課

取得
安八町定住促進住宅取得

助成金制度
中古住宅を購入した方へ
の助成金

町内に住宅を取得し、住民登録のある方
住宅の所有者 定額 16万円 総務課

除却
安八町空家等除却支援事

業補助金

良好で快適な住生活環境
を確保し、土地の利活用
を図るため、空家の除却
を行う者に対する補助

①空き家である期間が1年以上の個人が所有するもの
②すべての建築物及び工作物を除却する工事

空家等の所有者 1/3 30万円
生活環境

課

取得・改修
田舎暮らし住宅活用奨励

金

空き家バンクに登録され
た、修繕の必要な空きや
物件の利用促進

町内の空き家に３年以上居住する。 町内の空き家に３年以上居住する者

改修
改修経費の

1/2

ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
清掃費の1/2

改修　20万円
（加算措置により限度額

は30万円）

ﾊｳｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ　5万円

政策広報課

取得・改修 新築住宅建設等奨励金
住宅を新築または購入に
対して奨励し定住促進お
よび地域活性化を図る。

住宅を新築した者のほか、空き家となっていた中古住宅
を購入した者に、奨励金を交付する。

空き家となっていた中古住宅を購入した者

１件あたり
100千円

（転入者+200
千円）

（三世代+100
千円）

（子ども+1人
100千円）

400千円+子どもの人数×
100千円

政策広報課

除却 空家等除却補助金

老朽化して倒壊などのお
それがある危険な空家の
除却を行う者への工事費
用の一部補助

空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項に規
定する特定空家又はそれに準ずる地域の自治会から除却
要請がある空家のうち、次の全てに該当する空家とす
る。
①国、地方公共団体又は独立行政法人等が所有権を有し
ていないもの。
②個人が所有するもの。
③所有権以外の権利が設定されていないもの又は空家等
の除却について所有権その他権利を有する者の同意を得
ているもの。
④管理が行き届いておらず、空家である期間がおおむね
１年以上のもの。
⑤損壊等により、道路や周辺の家屋等に支障を来すおそ
れのあるもの。
⑥道路改良その他公共事業による移転又は建替えの補償
対象となっていないもの。
⑦店舗、倉庫、小屋、納屋、公民館、集会施設、神社、
寺院の除却でないもの。ただし、専用住宅と併設されて
いるものは除く。

空家の所有者若しくは相続人又は当該空家が存す
る土地の所有者若しくは相続人

補助対象工事
費に３分の１
を乗じて得た
額（千円未満

切捨て）

50万円/件

令和8年5月1日受付開始

①補助金の交付決定日の属する年
度の２月末日までに支払いまで完
了するもの。
②全部を除却するもの。
③工事着工前に申請すること。
④施工業者は、建設業法第３条に
規定する土木工事業、建築工事
業、解体工事業の許可を受けてい
る業者に限る。

建設課

揖斐川町

安八町

西濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

改修
大野町空家等改修補助事

業

①町内にある空家等の所
有者等が,家屋の改修を
行う際の費用の一部を助
成する。
②町内にある空家等を購
入又は賃借した者が、改
修を行う際の費用の一部
を助成する。

①改修後の家屋は、大野町空家バンクに登録する事
②空家等を購入又は賃借した者は、住民登録し、５年以
上居住すること。
※自治会から情報提供がなされた空家であること。

①所有者又は固定資産税の納税義務者
②家屋等を購入又は賃借した者

1/2
①上限50万円/件
②上限100万円/件

②の場合、加算金あり
中学生以下の子ども１人当たり１
０万円、自治会加入金と１０万円
のいずれか低い額。

除却 大野町空家等除却事業

町内にある危険空家等の
所有者等が行う除却を行
う際の費用の一部を助成
する。

町内にある特定空家等又はそれに準ずるもので、自治会
から除却要請があるもの。

家屋等又は土地の所有者若しくは、相続人 1/2 上限30万円/件 

改修
空き家改修定住促進事業

費補助金

町内にある自己居住を目
的とした空き家の改修に
対する補助

①5年以上、町内に居住意思のある者
②世帯全員が空き家所有者と二親等以内の親族でない者
③空き家の取得または住民登録後６ヶ月以内に改修を実
施する者
④空き家改修に関してその他の国、県、町の制度による
補助を受けない者

所有者等 なし
改修費用を上限として

30万円／件
加算金あり
18歳以下1人あたり2万円。

企画課

その他 空き家バンク事業

町内にある空き家バンク
登録物件の調査と所有者
及び利用希望者間のマッ
チングのサポート制度

①所有者
町へ物件登録申込みを行い、バンクへの掲載が認められ
た者
②利用希望者
町へ利用登録を行い認められた者

なし なし なし
空き家所有者と利用希望者との物
件のマッチングを目的としている

企画課

除却 危険空家等除却費補助金
町内にある老朽危険空家
等の除却費用に対する補
助

①町の空家台帳に登録されていること
②町内にある老朽危険空家であること

所有者等 1/3 上限50万円／件 企画課

池田町

大野町 環境生活課

西濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

改修
関市空き家情報バンク

リフォーム補助金

空き家情報バンクの利
用、市への移住定住を促
進するため登録物件のリ
フォームに対して補助

空き家情報バンク登録物件のリフォームに係る助成

①売買、賃貸等の契約が成立した登録物件をリ
フォームした所有者及び入居者
②入居者は平成31年4月1日以降に転入した者で転
入前1年以内に関市に住民登録がない者

1/2 20万円
※補助対象者については、その
他、諸要件あり

取得 住まいる＊せき応援券

市内に住宅（中古を含
む）を取得し居住する場
合に、市内で使える電子
商品券等を交付

・令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に住宅を
取得していること。
・取得をした対象住宅に居住していること。
・関市に3年以上居住する意思があること

市内で住宅を取得し居住する者 -

【登記日がR6.4.1以降】
新築・中古問わず電子商
品券20万円分
【登記日がR5.4.1～
R6.3.31】
新築：電子商品券20万円
分
中古：電子商品券10万円
分

同居する18歳未満の子ど
も1人につき：奨励金5万
円を加算
申請者またはその配偶者
が40歳未満の場合：奨励
金20万円を加算

除却
関市特定空家等解体工事

費補助金

市民の安全・安心な住環
境を確保するため特定空
家等の解体工事を行う者
に対する補助

①特定空家等に認定された空家（空家法第22条第3項の規
定による措置命令を受けていないこと）
②所有権者以外の権利者がいないこと、又はすべての所
有権者以外の権利者が解体について同意していること、
又はすべての所有権者以外の権利者が解体について同意
していること

特定空家等の所有者（相続人可） 1/2以内 30万円/件
都市計画

課

除却 関市空家等解体費補助金

市民の安全・安心な住環
境を確保するため空家
等の解体工事を行う者に
対する補助

①補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたも
のであること
②特定空家等でないこと
③概ね1年を通じて使用していないことが常態となってい
ること
④水道、電気などが長期間使用されていないこと
⑤空家等解体後、空き地の売買等活用の予定があること

空家等の所有者（相続人可） 1/2以内 20万円/件
都市計画

課

整理
関市空き家家財処分費補

助金

空き家登録、賃貸、売却
等をするために家財処分
をする費用の一部を補助

①②のいずれかを満たすこと
①家財処分後、2年以上、関市空き家情報バンクへ登録す
る意思があること
②家財処分後、空き家を解体し解体後の土地を有効活用
する意思があること

空き家の所有者（相続人可） 1/2以内 10万円/件
都市計画

課

関市

企画広報課

中濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
美濃市空家等除却支援事

業

市内にある空家等の除却
を行う場合に、除却費用
の一部を補助するもの。
補助率1/3。上限20万
円、ただし申請者が市内
在住者の場合、上限30万
円。

・市内にある空き家で、所有権以外の権利が設定されて
いない空き家であること
・同一敷地内の全ての建築物及び工作物などを除去する
工事であること
・申請年度の2月末日までに除却を完了すること。
・申請する者が市税等を滞納していないこと
・除却工事着手前の申請であること

市内に空き家を所有するもの、もしくはその相続
人。また、空き家所有者等から同意を得たもの。

1/3
20万円

（申請者が市内在住の場
合30万円）

都市整備課

取得・改修 子育て世帯住宅支援事業

市内で住宅又は空家を取
得もしくはリフォームし
た場合に一部を補助する
もの。

・令和8年度以降に市内で住宅又は空家を取得もしくはリ
フォームの契約等を行うこと。
・200万円を超える金額の契約であること。

・配偶者を有し、夫婦友39歳以下の者または、高
校生までの子を養育し、同居していること。
・当該建物に新たに居住し、当該建物に住民票を
異動させた日から1年以内であること。

基本額20万円
＋α

※市外から移
住している場
合１人につき

10万円
※18歳未満の
子が同居する
場合1人につ

き5万円
※生櫛土地区
画整理保留地
に建物を新築
する場合20万

円

-
※要件については、その他、諸要
件あり

都市整備課

取得・改修
移住世帯空家活用支援事

業

市外からの移住者が市内
で空家を取得もしくはリ
フォームした場合に一部
を補助するもの。

・令和8年度以降に市内で空家を取得もしくはリフォーム
の契約等を行うこと。
・200万円を超える金額の契約であること。

・当該建物に新たに居住し、当該建物に住民票を
異動させた日から1年以内であること。
・市外からの移住者であること。

- 10万円 都市整備課

美濃加茂市 除却

美濃加茂市空き家除却事
業補助金

(空き家除却事業)
(旧耐震空き家所除却事

業)
(危険空き家除却事業)

市内にある空家等の除却
に対する補助

１.空き家除却事業
①空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規
定する空家等であること。
②平成28年度以降に実施した空家等実態調査の対象と
なった空き家であること。
③空き家が現に居住する家屋と同一の敷地内にないこ
と。
④補助金の申請時において、所有権以外の権利が設定さ
れていないこと。　　　　　　　　　　　（所有者以外
の権利が設定されている場合は、同意を得ているこ
と。）
⑤国、地方公共団体等から補助金の交付を受けて新築、
改築、修繕等をした空き家ではないこと。
⑥空家法第22条第2項の規定による勧告の対象になった特
定空家等でないこと。
⑦公共事業による補償等の対象となっていないこと。

２.旧耐震空き家所除却事業
上記１の要件に加え、下記の要件を満たすものが補助の
対象となります。
①昭和56年5月31日以前の基準で建築された空き家である
こと。

３.危険空き家除却事業
上記１の要件に加え、下記の要件を満たすものが補助の
対象となります。
①住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅に準ず
るもの。

　空き家の所有権その他の権利を有し、かつ、当
該空き家の除却工事ができる者（所有権を共有す
る者がいるときは、合意によって認められた代表
者）で下記のすべての要件を満たす者
①市税等の滞納がない者
②この告示に基づく補助金の交付を受けたことが
ない者
③美濃加茂市暴力団排除条例に基づく暴力団員等
ではない者
④法人でないこと

1/3

空き家除却事業(上限)
市内業者　15万円
市外業者　10万円

旧耐震空き家所除却事業
(上限)

市内業者　20万円
市外業者　10万円

危険空き家除却事業(上
限)

市内業者　30万円
市外業者　20万円

都市計画課

美濃市

中濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

改修

除却

除却
危険空家解体撤去支援事

業補助金
危険な空家を解体し、撤
去する費用の一部を補助

空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第２項に規
定する特定空家等として認定されたもの。

①特定空家等の所有者等
②所有者等の同意を得て行う土地所有者
③所有者等の同意を得て行う自治会等

①②1/2
③10/10

①②50万円
③150万円

都市住宅課

改修
空き家等活用改修費補助

金

空き家を活用するための
外装、内装、設備工事に
要する改修費用（備品は
除く）の一部を補助

①②③のいずれかを満たすこと
① 原則3年を超える期間空き家バンクに登録すること
② 原則3年を超える期間居住する意思のある者に賃貸又
は売却すること
③ 空き家等を有する者から空き家等を賃借又は購入し、
原則3年を超える期間居住すること

①②空き家の所有者
③空き家を賃貸、購入した者

1/3 30万円 都市住宅課

改修
空き店舗等活用事業補助

金

空き店舗、空き家を活用
して事業を営もうとする
者に対し、改修費用の一
部を補助

開業前に行う改修であり、開業後３年以上継続して事業
を実施すること

小売業、飲食店及びサービス業等、市の商業環境
の向上に資すると認められる事業を営もうとする
者

 1/2 50万円 商工課

郡上市

可児市
①10万円
②30万円

住宅リフォーム又は除却
工事に対する補助金の交
付

空き家の所有者等が売買のために市内事業者に依頼する
もので、次のいずれかの要件を満たすこと。
・入居者又は入居予定者が決定している住宅
・土地の売却・賃貸目的で除却する住宅

【対象工事】
次の要件を全て満たしている工事
・住宅や外構の修繕、模様替え、改築又は除却等を行う
工事（新築、増築、太陽光発電設備、公共下水道への切
り替え工事、植栽、造園、塀及びさく等の築造工事では
ない工事）
・申請日の属する年度の2月末日までに完了届を提出でき
る工事
・工事請負契約前かつ工事着手前の工事
・他の制度により補助を受けていない工事

・工事を行う住宅の所有者又は入居者、もしくは
入居予定者で、可児市の市税を滞納していない人

空家等活用促進事業
補助金

①1/10
②昭和56年5
月31日以前に
着工された住
宅を除却する
ものに限り

3/10

施設住宅課

中濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
老朽危険空家等除却事業

補助金
老朽危険空家等の除却事
業費を補助

老朽危険空家等(特定空家など危険を及ぼしている家屋
等)

所有者 1/3 30万円/件 水道建設課

取得・改修

賃借

除却 空き家除却補助金
地域の良好な景観の保全
と住民の安心な暮らしを
確保

不良住宅空家等の除却に係る助成 1/3以内 50万円/件 建設課

改修 空き家改修費支援補助金
地域活性化等に資する空
き家の有効活用支援

空き家バンクに登録された物件の改修及び修繕に助成 1/2以内 30万円/件

整理 空き家片付け事業補助金
地域活性化等に資する空
き家の有効活用支援

空き家バンクに登録された物件の家財処分及び清掃に助
成

1/2以内 10万円/件

除却
川辺町空家等除却費支援

事業補助金

老朽危険空家の所有者等
が行う空家の解体費用に
対する補助

老朽危険空家の除却に係る助成 老朽危険空家の所有者、もしくは土地の所有者 1/3以内 30万円 基盤整備課

改修

整理

空き家バンクに登録され
た物件が売却・賃貸され
た際の改修費用を補助

空き家改修費支援事業

坂祝町

企画課空き家の改修、家財処分を行う者

企画課

川辺町空き家バンク登録
物件改修事業補助金

補助対象空き家等の所有者又は相続人

企画課

空き家バンクを介して成
約に至った物件の改修に
対する補助

100万円

50万円/件1/2
・町外からの転入者
・空き家バンク登録物件
・１０年間居住することが条件

・空き家の購入者
・空き家を賃貸した所有者
・賃借した者で所有者の同意があるもの

　定住を目的に、空き家バンクの活用により売買又は賃
貸借の契約を締結した物件であって、当該補助対象空き
家の改修工事及び家財処分に係る助成

1/2以内

富加町

川辺町

中濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
七宗町危険空家除却事業

費補助金交付要綱

地域の良好な景観の保全
と住民の安心な暮らしを
確保するため、町が特定
空家に認定した物件を除
却した場合に補助金を交
付する。

所有権以外の物権（賃借権を含む。）が設定されていな
いもの

対象空家の所有者又は相続人 1/2 30万円 総務課

取得・改修 空き家改修補助金

空き家バンクを利用して
物件を購入、売却、賃貸
借をした者が行うリ
フォーム費用に対する補
助

補助対象者が本町の区域内に本店又は主たる事務所を置
いている事業者を利用して実施する住宅の機能向上のた
めに行う改修（対象外あり）

・町外からの転入予定者又は転入者で転入して1年
以内の者
・空き家を購入する者又は空き家を賃貸した所有
者若しくは賃借した者で所有者の同意がある者
・空き家の売買契約日又は最初の賃貸契約日から1
年を経過しない者
・空き家の所有者の3親等以内の親族ではない者
・自らの負担で空き家の改修をしようとする者
・改修を行う空き家に、この補助金の交付を受け
た日から5年以上定住する意思のある者
ほか

1/2以内 100万円／件 地域振興課

整理
空き家バンク登録推進

補助金

空き家バンク登録物件の
家財道具等を処分するた
めの費用の一部を支援

空き家登録物件の賃貸借契約又は売買契約が成立した場
合において、当該物件の残存する家財道具等の処分・搬
出を事業者に依頼した場合に要する経費

空き家登録物件の所有者で、賃貸借契約または売
買契約が成立した者

1/2以内 20万円／件 地域振興課

除却
八百津町老朽危険空家等

除却事業補助金
町内の老朽危険空家等の
除却事業費を補助

①町内に存する老朽危険空家等
②同一敷地内にあるすべての建築物に、概ね1年以上居住
していないこと
③八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」要綱に
よる登録がなされていないこと
④居住性のない建築物でないこと

①対象建築物の所有者
②①の相続人
③①の同意を得た者

1/3 30万円/件 建設課

八百津町

七宗町

七宗町移住定住奨励金

町外に住む者又は町内に在住する者が、空き家バンク制
度を利用し、空き家を取得し、世帯主として移住又は転
居した場合 総務課企画室

取得１／２
空き家の利活用を図るた
め、移住者に対し奨励金
を支給する

空き家バンク登録物件を購入した者

 世帯主が５０歳以下５
０万円
 世帯主が５１歳以上２
５万円

取得

中濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

取得

改修

除却
白川町空家除却等支援

補助金

空家の適正管理及び土地
の有効利用のため、居住
を目的に建築された空き
家を除却する者に対し費
用の一部を補助するもの

・町内に存する空家
・個人が所有する空家
・他の権利が設定されていない空家

・空家の所有者
・空家の法定相続人
・上記の者から委託を受けた者

除却費
1/2以内

50万円 企画課

調査
白川町木造住宅
耐震診断事業

地震に対する建築物（空
家含む）の安全性の確認
するため無料で耐震診断
を受けることが出来る

町内の昭和56年5月31日以前に建てられた木造一戸建て住
宅に相談士を派遣し耐震診断を実施する

対象木造一戸建て住宅の所有者
無料で耐震診
断を受けるこ
とが出来る

- 総務課

改修
白川町合併処理浄化槽設

置整備事業補助金

水質汚濁を防止するた
め、住宅に設置する合併
処理浄化槽の費用の一部
を補助するもの

法令に定める設備士を置く町内事業者が設置する合併処
理浄化槽の費用に掛かる助成

設置後の維持管理の責任が明らかな合併処理浄化
槽を設置する者

定額

区分ごとに設定
（例）

5人槽50万円
6～7槽70万円

建設環境課

整理
空き家対策事業補助金
（空き家活用補助金）

空き家バンクに登録した物件を賃貸し、又は売却して定
住促進に寄与するため、家財道具等の搬出や清掃等を行
う費用。
①家財道具等の運搬及び処分
②屋内及び屋外の清掃等

所有者（管理者） 1/2 上限20万円 産業建設課

改修
空き家対策事業補助金
（空き家改修補助金）

空き家バンクに登録済みの物件を定住するため貸借した
空き家の改修で、対象となる工事費が10万円以上のも
の。
①台所、浴室、便所、洗面所等の改修
②内装、屋根、外壁等の改修

所有者等及び定住者であって所有者等の３親等以
内の親族でない者

1/2 上限30万円 産業建設課

除却
東白川老朽危険空き家等

解体支援事業補助金

村内に存在する老朽危険
空き家等を解体撤去する
際の、その費用にたいす
る補助

①村内に存する公益に反する老朽危険空き家等
②規定の基準表にて100点を超えるもの
③個人が所有するもの
④建て替えを目的としていないこと
⑤解体撤去業者は村内に事業所を有する事業者

①所有者又は相続権利者 4/5以内 100万円 総務課

定住促進による地域の活
性化を目的とし、空き家
所有者等又は定住者が行
う、空き家の整理及び改
修等の事業に対し、予算
範囲内で補助金を交付す
る

振興課

全村民
これから移住する方

①②取得・改
修・家財処分
の合計の1/2

以内
③費用の1/2

定額 120万円

白川町移住定住促進住宅
支援事業補助金

空き家を解消し、安心安
全な住環境の整備による
移住者の増加及び人口の
流出を防ぐことを目的と
して、住宅の取得や改修
に補助をする

定住促進奨励助成金

住民票を村内に有しか
つ、中古住宅、新築を
行った場合に補助をする
制度

産業建設課

①取得・改修・家財処分の合計の
1/2（上限50万円）+水道加入45万
円+子供扶養1人10万円を加算でき
る
②改修費用の1/2（上限50万円）+
子供扶養1人10万円加算
③1/2（上限10万円）

①空き家バンクを通じた空き家の取得又は取得と改修に
係る助成
②子育て世帯・新婚世帯による実家の改修
③空き家バンク登録に向けた家財の処分への助成

①転入者・町民
②子育て世帯・新婚世帯
③空き家所有者

取得
①新築、もしくは空き家を購入した場合
②東白川村に住所を有すること

①②50万円上限＋加算

③10万円／件

①水道加入分担金400,000円還付
②浄化槽設置補助金500,000円増額
上乗せ
③奨励助成金300,000円交付

東白川村

白川町

中濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

整理
御嵩町空き家家財道具等

処分費補助金

空き家バンクの活用促進
を図るため空き家バンク
登録者が行う家財道具等
の処分等に対する補助

空き家バンク登録物件の家財道具等の処分等に係る助成 空き家バンク登録物件の所有者 1/2以内 10万円/件 企画課

改修
御嵩町空き家改修費支援

補助金事業

御嵩町空き家バンク制度
に登録された物件の改
修、及び修繕に要した費
用の一部を、予算範囲内
で補助金を交付する。

・18歳以上の町外からの転入者
・御嵩町空き家バンクに登録されている物件の改修であ
ること
・売買契約等の条件を満たす

空き家を購入した者又は空き家を賃借した者 1/2

岐阜県外からの転入120万円
/1件
岐阜県内からの転入90万円
/1件

御嵩町にて創業する場合
岐阜県外からの転入180万円
/1件
岐阜県内からの転入135万円
/1件

企画課

改修 2分の1

建替え
1分の1
（全額）

除却
多治見市老朽空き家除却

工事補助事業

老朽化した空き家の除却
工事を行う者に対し、そ
の費用の一部を補助する
制度

・補助対象空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたも
のであること
・個人が有するもので、補助対象空き家の床面積の2分の
1以上が居住の用に供されていたもの
・補助対象空き家が１年以上居住の用に供されていない
こと
・空き家及び付属物の全てを除却する工事であること

1.補助対象空き家の所有者又はその相続人
2.補助対象空き家の所在する土地の所有者又はそ
の相続人（補助対象空き家の所有者が同意してい
る場合）

3分の1 20万円

対象工事の契約・着手前の申請が
必要です。
詳細は担当までお問い合わせくだ
さい。

建築住宅課

除却
多治見市危険空き家除却

工事補助事業

危険な空き家の除却工事
を行う者に対し、その費
用の一部を補助する制度

・市職員による現地調査の結果危険空き家であると判定
されたものであること
・個人が有するもので、補助対象空き家の床面積の2分の
1以上が居住の用に供されていたもの
・補助対象空き家が１年以上居住の用に供されていない
こと
・空き家及び付属物の全てを除却する工事であること

1.補助対象空き家の所有者又はその相続人
2.補助対象空き家の所在する土地の所有者又はそ
の相続人（補助対象空き家の所有者が同意してい
る場合）

3分の1 40万円

対象工事の契約・着手前の申請が
必要です。
詳細は担当までお問い合わせくだ
さい。

建築住宅課

・市街化区域内に所在する空き家であること
・主たる部分の建築又は大規模な改修に着工した日から
10年が経過していること
・取得日又は補助金予約申込時点のいずれか早い日にお
いて現に居住する者がいないこと
・リフォームや建直し後の建物が、自身の世帯が住むた
めの専用住宅であること
・耐震性について、以下のいずれかに該当すること（ﾘ
ﾌｫｰﾑ事業のみ）
ア.昭和56年6月1日以降に着工された住宅であること
イ.工事完了後の住宅が一定の耐震基準を満たすこと

①一般世帯
空き家を取得し、自ら居住する世帯
②子育て世帯（下記の全てに該当）
・義務教育終了前の子と同居
・1年以上使用されていない空き家を取得したこと
（ﾘﾌｫｰﾑ事業のみ）
・工事完了後、10年以上継続して所有及び居住す
る意思があること
・次のいずれかに該当すること
ア.予約申込日まで継続して1年以上市外に居住し
ていた
イ.転入後1年以内で、転入前に1年以上市外に居住
していた

多治見市空き家再生補助
事業

①40万円
②60万円
いずれの世帯も、補助対
象空き家が多治見市立地
適正化計画における居住
誘導区域に所在する場
合、補助上限額に10万円
加算

対象工事の契約・着手前の申請が
必要です。
詳細は担当までお問い合わせくだ
さい。

建築住宅課

御嵩町

空き家を取得し、自ら居
住する世帯を対象に、リ
フォーム又は建直しに係
る費用の一部を補助する
制度。

多治見市

中濃
地域

東濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

除却
中津川市空家解体支援事

業補助金

空家所有者等に対する空
家の除却に関する補助事
業

①補助金申請者及びその者の世帯全員が、市税を滞納し
ていない
②市内に存する空家で個人が所有するもの
③空家である期間が概ね１年以上のもの
④同一敷地内のすべての空家を解体する工事
⑤市内に事業所を有する法人又は個人事業主が行う工事

空家の所有者若しくはその相続人又はそれらの者
から同意を受けた者

1/3 30万円/件 防災安全課

取得

改修

整理

取得・賃借

除却 不良空家除去事業補助金

瑞浪市内に存する不良空
家の除却を行う所有者等
に対し補助を行う。
ただし、除却後の跡地を
自己利用する目的の場合
は補助対象外。

以下の1から8のいずれにも該当すること
1.対象空家が不良空家であること。
2.床面積の1/2以上が住居の用に居されていたもの
3.1年以上居住の用に供されていないもの
4.所有者等全員の同意を得ていること。
5.補助対象者が敷地内に所有する補助対象空家及びこれ
に付属する工作物を全て除却し更地にすること。
6.除却後の実績報告書が申請年度2月末日までに提出でき
ること。
7.市税等の滞納がないこと。
8.暴力団関係者でないこと。

1.不良空家の所有者
2.土地所有者等で対象空家の除却について所有者
等の同意を得ている者

対象経費の
1/2 上限50万円

詳細は瑞浪市役所都市計画課
（0572-68-9817）まで、お問い合
わせください。

都市計画
課

整理
空き家家財道具等処分費

補助金

空き家の家財道具等を処
分する費用の一部を補助
する。

・ごみ等の処分にかかる経費等
・仏壇等の撤去や家財の移設にかかる経費等

・空き家情報バンクに登録された空き家の所有者
・地域づくり組織が管理する空き家の所有者等

対象経費の
1/2以内

上限10万円
詳細は瑞浪市役所シティプロモー
ション課（0572-68-9272）まで、
お問い合わせください。

シティプ
ロモー

ション課

改修
空き家等改修補助金交付

事業

空き家空き地バンクに登
録された空き家等への、
居住を目的とした改修等
を行う入居者または入居
予定者に対して、空き家
等改修補助金を交付す
る。

以下のいずれにも該当する者
1.空き家等の入居者または、入居予定者
2.空き家等の所有者等(売主・貸主)の3親等以内の親族で
ない者
3.契約締結から1年以内に申請した者
4.5年以上居住する意思がある者
5.耐震性の有無が明らかでないまたは耐震性を有してい
ない場合、居住後に耐震改修工事等により耐震化を実施
する意思がある者
6.世帯員全員に市税等の滞納がない者
7.トイレ、風呂、台所、居室等の生活するために必要な
工事であること。
8.10万円以上の工事であること。

空き家空き地バンクに登録された空き家等への、
居住を目的とした改修等を行う入居者または入居
予定者

・市内事業者
への発注2/3

以内
・市外事業者
への発注1/2

以内

100万円
詳細は瑞浪市役所シティプロモー
ション課（0572-68-9272）まで、
お問い合わせください。

シティプ
ロモー

ション課

1/2以内 10万円

空き家に住もう応援事業
補助金

地域づく
り協働課

空き家家財道具等処分費
補助事業

空き家の家財道具等を処
分する所有者を支援

・ゴミ等の処分にかかる経費等
・仏壇等の撤去や家財の移設にかかる経費等

・空き家情報バンクに登録された空き家の所有者
・空き家情報バンクに登録を希望する所有者
（市が空き家情報バンクに登録できると判断した
場合）
・地域づくり組織が管理する空き家の所有者等

・建築完了から5年以上経過している空き家を取得・改修
すること
・（取得）100万円以上の空き家であること
・（改修）中津川市空き家情報バンクの登録（または登
録予定）物件であること

（取得）30万円
（改修）50万円

（改修）移住加算10万円
※移住者で10年以上活用

の意志あり

①新婚世帯（申請日時点で結婚5年以内の夫婦で、
夫婦の合計年齢が80歳以下）
②子育て世帯（申請日時点で義務教育終了前の子
を含む世帯）
③移住者（市外に1年以上住んでいる世帯または40
歳以下の単身者）
※移住者世帯は申請時における夫婦の年齢の合計
が80歳以下または上記子育て世帯である
※改修補助は賃貸物件の所有者も対象

地域づく
り協働課

中津川市

・（取得補助）空き家を
購入した場合、購入費の
一部を補助する
・（改修補助）空き家を
改修した場合に、改修費
の一部を補助する

（取得）-
（改修）1/2
(改修 移住加

算)-

瑞浪市

東濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

その他
恵那市空き家バンク活用

支援補助金

空き家バンクに登録しよ
うとする物件又は空き家
バンクに登録された物件
に係る費用の一部を補助

（１）改修補助：空き家バンクを通じて契約が成立した
空き家を改修した場合。

（２）家財片付け：空き家バンクを通じて契約が成立し
た空き家の家財等を片付ける場合／空き家バンクに登録
するために家財等を片付ける場合。

（３）登記手続き：空き家バンクに登録するために所有
権保存、表示登記、相続登記等を行う場合。

（４）仲介手数料：空き家バンクを通じて契約が成立
し、所有者が宅地建物取引業者に仲介手数料を支払った
場合。

（５）賃貸家賃：空き家バンクを通じて契約が成立した
場合の６カ月間の家賃。

（１）（３）（４）物件の所有者
（２）物件の所有者または入居者
（５）物件の賃借人

１／２

（１）150万円

（２）10万円

（３）10万円

（４）5万円

（５）6万円

各種条件有り 地域振興課

取得・改修 えなで暮らそう奨励金

住宅を新築、取得等した
場合に、住宅取得及び土
地取得に要する費用の一
部を補助

住宅の取得等に要する費用が100万円以上であること。住
宅の所有者が50歳未満であること。

住宅の所有者 1/10 30万円

①18歳未満の子どもが同居する場
合は、上限額を20万円引き上げ
②住宅の取得に伴い市外から転入
した場合は、上限額を10万円引き
上げ

地域振興課

除却
危険空家解体撤去支援事

業

危険空家の所有者等が危
険空家を除去する際に必
要な費用に対する補助

個人が所有する物件で、
（１）特定空家に認定されたもの
（２）不良空家と判定されたもの

危険空家の所有者等
（相続人、所有者から委任を受けた者）

１／２
（１）　60万円
（２）　30万円

各種条件あり 建築住宅課

恵那市

東濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

改修 空き家リフォーム補助金

空き家バンクに登録され
た物件の新たな所有者ま
たは新たに賃借すること
を決定した方が当該空き
家をリフォームした場合
に補助するもの。

以下の全てを満たすリフォームが対象
①主要構造部、トイレ、風呂、台所、居室等の生活する
ために必要なリフォーム
②市内に営業所等のある事業者が施工するリフォーム
③工事費が10万円以上のリフォーム

空き家バンクに登録された物件の新たな所有者ま
たは新たに賃借することを決定した方で、以下の
全てを満たす方が対象
①交付後、3年以上居住する意思のある方
②売買／賃貸契約の相手が3親等内の親族でない方
③世帯員全員に市税等の滞納がない方
④土岐市定住促進奨励金の交付を受けない方

1/2以内 100万円 市民活動課

整理
空き家家財道具等処分費

補助金

空き家の家財道具等を処
分する費用の一部を補助
する。

空き家バンク制度内で売買・賃貸借契約された物件が対
象
・ごみ等の処分にかかる経費等
・仏壇等の撤去や家財の移設にかかる経費等

・空き家バンクに登録された空き家の所有者 1/2以内 10万円 市民活動課

除却
危険空家等除却支援事業

補助金

市内の危険空家を除却す
る所有者等に対し補助金
を交付する。

(1)対象となる空き家
・市内の空き家（住宅）で個人が所有するもの（固定資
産課税台帳に登録されているもの）
・所有権以外の権利が設定されていない空き家
・公共事業による移転などの補償対象になっていない空
き家
・市の事前調査で危険な空き家と判定されたもの
(2)対象となる工事
・敷地内にある補助対象の空き家とそれに附属する工作
物などすべてを除却する工事
・補助を受けられる方（申請者）が発注する工事
・市内に事業所がある工事業者（解体工事業などの登録
が必要）が行う工事
・補助金の交付決定後、工事業者と請負契約を結び、交
付申請をした日の属する年度の２月１５日までに完了す
る工事

空き家の所有者またはその相続人（複数の場合
は、全員の同意が必要）

1/2以内 50万円 生活環境課

除却
まちなか空き家解体・居

住促進補助金

市内のまちなか居住促進
区域内の空き家を解体す
る所有者等に対し補助金
を交付する。

(1)対象となる空き家
・市内のまちなか居住促進区域内の空き家（住宅）（固
定資産課税台帳に登録されているもの）
・所有権以外の権利が設定されていない空き家
・公共事業による移転などの補償対象になっていない空
き家
・当該空き家に係る土地を解体後に住宅用地として事業
者へ譲渡する空き家
(2)対象となる工事
・補助を受けられる方（申請者）が発注する工事

空き家の所有者（宅地建物取引業の事業者を除
く）またはその相続人（複数の場合は、全員の同
意が必要）

1/2以内 50万円 市民活動課

土岐市

東濃
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

取得・改修

賃借

取得・改修
まちなか定住促進事業補

助金
一戸建て住宅を取得、改
修する費用に対する助成

高山市外から中心市街地に定住する者

自己居住用の住宅を新築、取得、改修しようとす
る者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)当該住宅に移住する者があること
(2)申請者及び移住する者は、当該事業完了後、5
年以上継続して当該住宅に定住する意思のある者
(3)地域住民との交流を積極的に図る意思のある者
(4)取得する住宅は、過去に住宅として利用された
ことのある一戸建て住宅であること。
(5)ふるさと暮らしに規定する購入持ち家空家改修
費補助金の交付を受けていないこと。
(6)この要綱の規定によりまちなか定住促進事業の
補助金の交付を既に受けた者でないこと。
(7)虚偽の申請その他不正な手段により中心市街地
以外に住民登録をしていないこと。

1/2

150万円／件
ただし、居住者がいる住
宅に移住する場合は補助

金の額は30万円

雇用・産
業創出課

取得・改修
職住一体型支援事業補助

金

中心市街地区域内の空き
店舗や空家等を取得また
は所有する者で、自ら居
住しながら営業する方、
または事業者に店舗ス
ペースを貸し出す方に対
する改修費用補助

(1)、(2)いずれかの事業

(1)自ら居住しながら新たに事業を営むための、居住空間
の確保、店舗の改修にかかる工事
(2)自ら居住しながら新たに店舗として貸し出すための、
居住区間と店舗を分離する工事

次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)建築業、製造業、情報通信業、卸売・小売業、
飲食店、宿泊業、教育・学習支援業、サービス業
等をこれから営もうとする者、または、営もうと
する事業者と賃貸契約を締結する予定の者。
(2)高山市美しい景観と潤いのあるまちづくり条例
（平成13年高山市条例第17号）に基づくまちづく
りの方針に適合した改修工事であること。
(3)申請者の居住地（法人の場合は本社所在地）が
市内であること。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する
法律（昭和23年法律第122号）の適用を受ける事業
を行わないこと。
(5)射倖的娯楽業及びそれに付帯するサービス業
（パチンコホール、射的場、場外馬券売場、風俗
関連のサービス業等）を行わないこと。
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律（平成3年法律第77号）第2条第2号に掲げる暴力
団員等若しくは暴力団又は暴力団員等と密接な関
係を有する者でないこと。
(7)高山市税を完納していること。
(8)地域活動への参加及び協力ができること。

2/3
(1)最大200万円／件
(2)最大100万円／件

雇用・産
業創出課

除却
空家等除却支援事業補助

金

周囲に危険や悪影響を及
ぼすおそれのある空家等
の除却等に係る費用に対
する助成

次に掲げる要件を全て満たす事業とする。

(1)　補助対象空家を全て除却するものであること。
(2)　除却工事に関する関係法令に適合するものであるこ
と。
(3)  年度内に除却工事が完了するものであること。

・補助金の交付の対象となる経費は、補助対象空家の現
地調査費、除却工事費、廃材処理費、施工管理費等とす
る。

次に掲げる要件を全て満たす者（個人に限る。）
とする。
(1)　補助対象空家の所有者又はその相続人である
こと。
(2)　補助対象空家の所有者又はその相続人が複数
の場合は、全員の同意を得ていること。
(3)　市税に滞納がないこと。
(4)　申請者の前年度所得税額が２７万円以下であ
ること。
(5)　高山市暴力団排除条例（平成２４年高山市条
例第２号）に規定する暴力団員等若しくは暴力団
又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこ
と。

1/2 100万円／件
建築住宅

課

飛騨高山ふるさと暮ら
し・移住促進事業補助金

ブランド
戦略課

・賃貸1.5万円/月
　（3年間）
・取得、改修100万円／
件
取得・改修併用の場合も
上限額は同様

・賃貸1/3
・取得、改修

1/2

移住者が、市内の一戸建
ての空き家を賃借、取
得、改修する費用に対す
る補助。

補助対象事業者が、交付要綱に定める補助対象事業を実
施すること。
（移住後5年間の定住の確約が必要。）

・土地の取得費用は除く
・改修は、空き家の取得後６カ月
以内に着手する場合のみ

高山市

飛騨地域以外から高山市へ移住し、一戸建ての空
家を賃借する人、又は高山市に居住するために一
戸建ての空家を賃貸、取得、改修する人。

飛騨
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

改修
空き家等賃貸住宅改修事

業補助金

空き家所有者が空き家等
を賃貸住宅にする改修工
事費の補助制度

・本補助金の交付を受けた日から引き続き5年（補助額が
200万を超える場合は10年）、当該空き家等を飛騨市住む
とこネット（空き家バンク）に賃貸物件として登録する
意思があること。
・本補助金の交付を受けた日から5年（補助額が200万を
超える場合は10年）は、転売又は二親等以内の親族に賃
貸しないこと。
・市税等を滞納していないこと。　等

空き家等の所有者等で、当該空き家等を賃貸住宅
として活用するために改修工事を行う者(個人から
空き家等を購入して賃貸を行う市内に事業所を有
する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2
条第3号に規定する宅地建物取引業者を含む。)で
あること。

1/2 250万円
補助要件等確認のため、申請前に
事前相談を義務付け。

ふるさと
応援課

取得・改
修

住宅新築・購入支援助成
金

市内での定住を促し、人
口減少の緩和を図るため
に、市内に住宅を新築又
は購入する場合に助成金
を交付

飛騨市住むとこネット（空き家バンク）に登録された空
き家を取得し、改修工事を行う移住者に対し、費用の一
部を補助。

本市内に定住する目的で住宅を取得し、市に住民
登録する転入世帯で、市内に居住する二親等以内
の親族を持たない世帯。

改修費の
1/3

230万円
・2,000万円超の住宅取
得（30万円）
・転入者加算（50万円）
・改修工事（150万円）
の合計額

住宅購入助成金
基本額10～30万円
（別途加算額あり）
※改修は市内業者施工に限る。

建築住宅
課

整理
空き家家財道具処分費等

補助金

仏壇や家具など家財道具
の処分及び相続登記に対
する補助

原則3年を超える期間、飛騨市住むとこネット（空き家バ
ンク）に登録すること。　等

所有者等

①家財処分
1/2

②相続登記
1/10

①10万円
② 2万円

ふるさと
応援課

除却 空家除却補助金
利活用の見込みがなく、
不要な空家の解体に要す
る費用の一部を助成

・市内にあり、おおむね１年以上居住の用に供されてい
ない又は使用していない空家（住宅、事務所、小屋、倉
庫等）及び過去4年以内に相続以外の所有権の移転（行政
区等を除く）が行われていない空家

・空家の解体工事費および解体に伴う廃材処分費を対象
経費とする。（空家内部の家財道具や敷地内の動産等の
処分は対象外）

⑴所有者等
　一般空家、特定空家
⑵行政区等
　①一般空家
　②特定空家（除却のみ）
　③特定空家（取得し除却）

除却工事費用
の
⑴1/2
⑵①1/2
⑵②1/2
⑵③2/3

⑴　100万円
⑵①100万円
⑵②200万円
⑵③200万円

補助要件等確認のため、申請前に
事前相談を義務付け

建築住宅
課

賃借
Ｕ・Ｉ・Ｊターン促進家

賃助成事業補助金

都市部から市内への移住
され居住のための家賃を
支払う方（55歳未満）に
対しての補助

・U・I・Jターン者で、下呂市に住民登録した日の年齢が
55歳未満の方
・下呂市に住民登録した日から6ヶ月以内
・本市に引き続き5年以上生活の本拠として居住する意思
のある方

55歳未満のU・I・Jターン者 家賃の1/2 2万円 交付期間24月（2年間） 地域創成課

取得

取得

改修

除却
下呂市不良空家等除却支

援事業補助金
市内に存する空家等の除
却を行う者に対する補助

①住宅改良法第２条第４項に規定する不良住宅のうち近
い将来、特定空家に成りうる可能性があると市長が認め
たもの又は特定空家
②隣接する家屋や公道に倒壊する可能性が高く危険と市
長が認めたもの

補助対象家屋の所有者又はその相続人等 1/3以内
①100万円
②30万円

建設総務課

改修

賃借

①10万円/件

②36万円/年
　 （3万円/月）

U・I・Jターン者

産業振興課

飛騨市

移住促進住宅購入費等助
成事業補助金

下呂市へ移住定住を目的
に中古住宅の購入又は中
古住宅を改修した方に対
しての補助

・U・I・Jターン者で、転入日の3年前の日の翌日から転
入日までの間に市民でなかった方
・転入前1年または転入後3年以内対象工事が完成する方
・改修の施工業者は市内に本店を有する業者
・下呂市へ定住する方

市内の空き店舗及び空き
家の解消及び有効利用を
促進し、地域商業の活性
化を図るため、空き店舗
等を活用して事業を営も
うとする方に対して補助
金を交付する。

小売業、飲食店及びサービス業等であり、市の商業環境
の向上に資すると認められる事業で、事業を３年以上継
続する意思のある方
①空き店舗等の改修に係る経費の一部を補助
・市内事業者に工事を請け負わせる場合に限る。
・営業開始前の改修に限る。
・建物購入、備品購入に係る経費は含まない。
②空き店舗等賃借料の一部を補助
・賃借契約後、営業を開始してから１年間。
など

①住宅新築・
購入費用の

1/10

②中古住宅購
入費用の1/5

②中古住宅改
築費用の1/2

①100万円

②50万円

③30万円

地域創成課

空き店舗等活用事業補助
金

市内の空き店舗等を活用して事業を営もうとする
個人又は法人その他の団体

①1/2以内

②1/2以内

下呂市

飛騨
地域
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空き家対策に係る 岐阜県内の市町村の助成制度　一覧

※記載の内容は変更となる場合があります。 詳細については各市町村の担当課にお問い合わせください。                        

地域 市町村名
助成の種

別
制度名称 制度の概要 要件 補助対象者 補助率 補助上限額 備考

市町村
担当課

R8.4.1時点

賃借

取得

改修

除却
白川村老朽危険空家等除

却支援事業補助金

空家等に起因する安全・
防犯・衛生、景観など生
活環境上の問題の改善を
図ることを目的とし、村
長が認めた老朽危険空家
等の除却等に係る費用に
対する補助

老朽危険空家等に認められた物件の除却費

次に掲げる要件を全て満たす者(個人に限る。)
(1)　補助対象空家の所有者又はその相続人である
こと。
(2)　補助対象空家の所有者又はその相続人が複数
の場合は、全員の同意を得ていること。
(3)　村税に滞納がないこと。
(4)　白川村暴力団排除条例(平成24年白川村条例
第1号)に規定する暴力団員等若しくは暴力団又は
暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。
(5)　補助対象空家を除却する際に発生する廃棄物
を白川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成
16年白川村条例第20号)に規定する方法で処理して
いること。

1/2以内 100万円/件 観光振興課

本村の定住人口の増加に
より、地域の活性化及び
地域力の向上を図るため
村が村内に存在する空き
家に定住の意思をもっ
て、白川村に転入し居住
しようとしている者又は
入居する日から遡って９
年以内に村内へ転入して
きた者に対する補助

①空き家の借家等の賃借料や空き家に付属する駐車場、
農地等の賃借料
②空き家及び空き家に付随する土地の購入費
③空家の改修に掛かる費用（購入又は賃借してから1年以
内に着手した改修にかかる費用に限る）と水回りの改修

白川村

次に掲げる要件をすべて満たす者
(1)　住民登録等がある者、又は住民登録等を行う
予定の者
(2)　定住の意思がある者
(3)　地域住民との交流を積極的に図ることができ
る者
(4)　村税等の滞納がない者

①1/3以内
②1/3以内
③1/2以内

①1.5万円/月・3年
②100万円/件
③300万円/件

観光振興課
白川村空き家再生活用事

業補助金

飛騨
地域
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